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白岡市ＤＸ推進全体方針 

令和５年１１月  

 

１  ＤＸとは  

ＤＸ (Digital Transformation：デジタルトランスフォーメーション )

とは、デジタル技術やデータを活用し、 生活を変革させ、『新たな価値』

を創出させることです。  

市役所における『 新たな価値』には、住民の利便性を向上させることの

ほか、職員が使用するシステムの改善や業務効率化等も含まれます。  

ＤＸを通して住民の利便性を向上させるには、まず市役所、職員のＤＸ

を推進する必要があります。住民側のＤＸを先んじて行ったとしても、受

け手側の市役所、職員がアナログ状態であると、受け手に限界が来てしま

い、住民側のＤＸも頭打ちになってしまいます。そのため、ＤＸの順序と

して 、ま ずシ ステ ム等 を使 用す る職 員の ＤＸ と業 務効 率化 や シ ステ ム改

善等の市役所業務のＤＸを行い、次に住民向けのＤＸを進めていきます。

そして、最終的に地域のＤＸに繋げることを目指します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市職員  
ＤＸ  

市役所業務の
ＤＸ  

住民・地域  
ＤＸ  

ＤＸ推進の順序  

・  

ＤＸの推進による『新たな価値』の創出により、  

白岡市がより住みやすい街となることを  

目指します。  
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Ｄ Ｘ を推 進 する 理由 は 、 今 後 想定 され る 時代 の 変化 に対 応 する た め の

手段とするためです。  

２ ０ ４０ 年 には 団塊 ジ ュニ ア 世代 が退 職 する な ど自 治体 職 員の 人 数 が

減少することが見込まれています。今後、自治体がこれまでの人員で従来

どお りの 行政 サー ビス を続 ける こと は困 難で あり 、社 会の 変化 に的 確に

即応 する こと が難 しい 状況 が想 定さ れ ま す。 少子 高齢 化に 伴う 労働 力人

口の減少や多様化する市民ニーズに対応していく必要があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「自治体戦略２０４０構想研究会  第二次報告 平成３０年７月」から引用） 

 

こ れ から の 時代 に対 応 する た めに は、 既 存の 行 政サ ービ ス の仕 組 み の

見直しやサービスユーザー（市民）、システムユーザー（職員）の目線に

立ったシステム改善や業務効率化を実施する必要があります。  

 令和３年７月に総務省から「自治体ＤＸ推進手順書」が示されました。

推進手順書では、ＤＸ推進の手順として、ビジョンと工程表で構成され  

「全体方針」を決定し、広く共有することを求めています。  

本市においても、ＤＸ推進のビジョンと工程を明確にする観点から、  

「白岡市ＤＸ推進全体方針」（以下「本方針」という。）を定めます。  

 

年齢別地方公務員数をみると団塊ジュニア世代が相対的に多く、山

となっているが、２０４０年頃には団塊ジュニア世代が６５歳以上と

なる一方、その頃に２０歳代前半となる者の数は団塊ジュニア世代の

半分程度にとどまる（団塊ジュニア世代の出生数：２００～２１０万

人、平成２９年出生数：９５万人）。  

 

出 典 （ 左 ）： 総 務 省 給 与 実 態 調 査 （ 平 成 ２ ８ 年 ）   
出 典 （ 右 ）： 厚 生 労 働 省 「 人 口 動 態 統 計 」 及 び 国 立 社 会 保 障 ・ 人 口 問 題 研 究 所 「 将 来 推 計 人 口  

（ Ｈ ２ ９ .４ ）」  
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２  全体方針の位置づけ  

 最上位計画である「白岡市総合振興計画」において、重点取組項目の１

つとして「行財政改革の推進」を 掲げ、その手法として、ＤＸを推進する

こととしています。本方針は「白岡市総合振興計画」をデジタルの側面か

ら推進するための計画として位置付けます。  

 また、「官民データ活用推進基本法」に定める市町村官民データ活用推

進計画を兼ねるものとします。  

 本 方針 の推 進に あた って は 、 業務 の効 率化 と市 民サ ービ スの 向上 とい

う観点から「行財政改革方針」と連携して取組を進めていきます。  

 な お、 行政 計画 は３ 年か ら５ 年単 位を 計画 期間 とし て策 定す るこ とが

一般的ですが、デジタル技術は進化し続けるため、その状況に合わせて最

も効 果的 で効 率的 なデ ジタ ル化 を推 進で きる よう 、年 次で 管理 する 「計

画」ではなく臨機応変に対応できる「全体方針」として策定します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

白岡市総合振興計画  

行財政改革方針  

白岡市 DX 推進全体方針  

効率的・効果的な行政運営の実現  

全体ビジョンの提示  

デジタル活用の視点による連携  

デ
ジ
タ
ル
の
側
面
か
ら
推
進 
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３  国や県の動向  

【国の動向】  

国 で は、 高 度な デジ タ ル化 社 会の 実現 に 向け て 、平 成２ ８ 年１ ２ 月 に

「官民データ活用推進基本法」を制定し、国及び地方公共団体のデジタル

化を 進め るた めの 計画 の策 定を 国及 び都 道府 県に 義務 付け ると とも に、

市町村に対しても「都道府県官民データ活用推進計画」を勘案した「市町

村官民データ活用推進計画」の策定を努力義務としました。  

そ の よう な 中、 コロ ナ 禍に よ る行 政手 続 のデ ジ タル 化の 必 要性 や 行 政

機関 間の デー タ連 携の 重要 性の 高ま りを うけ 、自 治体 の Ｄ Ｘを 推進 する

ため、総務省では、令和２年１２月に自治体がＤＸの推進のために重点的

に 取 り 組 む べ き 事 項 及 び 関 係 省 庁 に よ る 支 援 策 な ど に つ い て 提 示 し た

「自治体ＤＸ推進計画」を策定し、また、令和３年７月にはこ の計画を踏

まえた「自治体ＤＸ推進手順書」を示しました。  

これにより、自治体が自ら担う行政サービスについて、デジタル技術な

どを活用して、住民の利便性を向上させるとともに、業務効率化を図る自

治体のＤＸ化を進めていくよう求めています。  

 

【県の動向】  

埼玉県では、都道府県官民データ活用推進計画と、県におけるＤＸの推

進方 針と して の計 画を 併せ 持つ 「埼 玉県 デジ タル トラ ンス フォ ーメ ーシ

ョン 推進 計画 」を 令和 ３年 ３月 に策 定し、「行 政 手続 のオ ンラ イン 化」、

「行政手続のデジタル化」、「デジタルインフラの整備」など、９つの施策

を策 定し、「 快適 で豊 かな 真に 暮ら しや すい 埼玉 県へ の変 革」 を目 指し 、

計画的に行政のデジタル化の着実に推進することとしています。  

 

  



- 5 - 

 

４  市の現状  

【地理・住民関係】  

本市は、ＪＲ宇都宮線の２つの駅や首都圏中央連絡自動車道（圏央道）

の白岡菖蒲インターチェンジがあり、広域的な交通の利便性が高く、多く

の市民が首都圏に通勤、通学等をしています。  

市 役 所等 の 行政 手続 き をデ ジ タル 化す る こと で 、 更 なる 生 活の 利 便 性

向上を図ることができます。  

 

【市の取組・現状】  

 令 和３ 年８ 月に 住民 票の 写し や印 鑑登 録証 明書 、転 出届 をス マー トフ

ォンで手続きができるスマート申請を開始しました。  

１１ 月に 市庁 舎及 び白 岡市 保健 福祉 総合 セン ター (は ぴす しら おか )に

公衆無線ＬＡＮを導入しました。市民向けのフリーＷｉ－Ｆｉのほか、業

務用Ｗｉ－Ｆｉの導入も行い、併せて、端末や周辺機器を準備することで

Ｗｅｂ会議等の環境を整えました。  

 令 和４ 年１ 月に 行政 手続 きに おけ る個 人及 び事 業者 の負 担の 軽減 並び

に利 便性 の向 上を 図る とと もに 内部 手続 きに おけ る事 務の 効率 化を 図る

ため、申請書等の押印の義務付けを廃止しました。  

 令和５年１月から音声テキスト化システム「ＡＩ相談パートナー」を、

５月から自治体専用ビジネスチャットツール「ＬｏＧｏチャット」を正式

に導入しました。７月からは「ＬｏＧｏチャット」上においてＣｈａｔＧ

ＰＴが利用できる「ＬｏＧｏＡＩアシスタントＢｏｔ版」のトライアルを

実施し、生成ＡＩの利用体験を行いました。  

 今後も引き続き、様々なシステムやツール等に注目しつつ、当市のＤＸ

を進めていきます。  

 

【市職員の現状】  

 令和４年３月に管理職員向けに「自治体ＤＸ推進に関する説明会」を実

施しました。外部講師を招き、自治体 ＤＸ推進及び基幹系システムの標準

化について、講義を行いました。  

 ７ 月に は市 職員 向け にデ ジタ ル化 に関 する アン ケー トを 実施 しま した 。

その結果、職員の大半が「デジタル化を進めるべき」とは意識しているも

のの、既存業務との兼ね合いや業務負担増、職員自身のデジタルリテラシ
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0 50 100 150 200

その他

特に不安なことはない

自身の評価に繋がるか分からない

上司や同僚の理解、協力が得られるか分からない

取り組みたいが、年度途中の新たな取組に時間外手当が措置されない

デジタル化で目指す将来像や方向性が見えない

他課にもまたがる業務が多く、単独ではデジタル化を進めることができない

市民や事業者がデジタルに対応できるかが不安

業務をデジタル化する方法が分からない

個人情報の取扱いやセキュリティに関する不安

既存業務が多く、新しいことに挑戦できない（更に業務負担が増えないか不安）

自身のデジタルリテラシー（デジタル技術を業務に生かす能力）が不足
168

(６５．９％)

１４０(５４．９％)

１２４(４８．６％)

１１８(４６．３％)

５９(２３．１％)

５５(２１．６％)

４４(１７．３％)

３５(１３．７％)

３０(１１．８％)

１４(５．５％)

２(０．８％)

１４(５．５％)

あなたの業務をデジタル化していくにあたって、不安に感じていることはありますか。(複数回答可)

進めるべき

いままで通りでよい

進めるべきではない

市役所としてデジタル化にどう対応していくべきと考えますか。 ２５５件の回答 （）内は実人数

９４．９％

(２４２)

５.１％(１３)

ー不足の懸念から、デジタル化を躊躇しているような状況でした。  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和４年７月  デジタル化に関する 白岡市職員向けアンケート結果）  

こうした状況を受け、本方針により、行政サービスのデジタル化による

市民 の利 便性 の向 上や 行政 事務 の効 率化 に向 けた 取組 を実 施し てい くこ

とで 課題 の解 決を 図り 、誰 もが 暮ら しや すい 白岡 市へ の変 革を 目指 しま

す。  
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５  ＤＸ推進のビジョン  

【本市が目指すビジョン】  

 

 

 

 

内閣府の「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」においては、

「デ ジタ ルの 活用 によ り、 一人 ひと りの ニー ズに 合っ たサ ービ スを 選ぶ

ことができ、多様な幸せが実現できる社会」を目指すため、「誰一人取り

残さない、人に優しいデジタル化」を推進することがデジタル社会の目指

すビジョンとして示されています。  

本 市 にお い ても 、行 政 手続 の オン ライ ン 化を は じめ とす る 市民 の 利 便

性を向上させるためのＤＸを推進していく必要があります。  

デ ジ タル 化 を推 進し 、 行政 手 続等 をデ ジ タル で 完結 でき る 市民 が 増 え

ることで、対面での対応が必要な市民に対 して、より時間を確保すること

ができます。  

Ｄ Ｘ は「 デ ジタ ル化 を 手段 と して 変革 を 進め る こと 」と い う概 念 で あ

り、単なる新技術の導入ではなく、それに合わせての制度や政策、組織の

あり 方等 を変 革し てい くこ とが 求め られ てい ます 。短 期間 で実 現で きる

ものではないため、長期的な展望を持ちつつ、着実に歩みを進めていくこ

とが重要です。  

Ｄ Ｘ の推 進 によ り「一人ひとりのニーズに合ったサービスが選択でき

る、人に優しいデジタル化」の実現を目指します。  

 

 

 

 

 

  

「一人ひとりのニーズに合ったサービスが選択できる、  

人に優しいデジタル化」の実現  
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６  ビジョン実現に向けた取組  

本 市 を取 り 巻く 課題 や 新し い 生活 様式 を 踏ま え た積 極的 な 対応 を 図 る

ため、次の取組を掲げます。  

これらに対応するデジタル技術の活用を効果的・効率的に進め、「サー

ビスユーザー（市民）の視点」・「システムユーザー（職員）の視点」・「業

務効率化の視点」を踏まえた業務の見直しを実施します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サービスユーザー (市民 )  

の視点  

システムユーザー (職員 )  

の視点  
業務効率化の視点  

行政手続きの  
オンライン化  

マイナンバー  
カード普及促進  

自治体情報システムの  
標準化・共通化  

テレワークの  
促進  

セキュリティ
対策の徹底  

A I・ R P A の
利用促進  

公開・統合型 GI S の導入などの
その他 D X 推進事業  
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７  推進体制  

本 市 のＤ Ｘ 推進 にあ た って は 、庁 内横 断 的に 取 組を 進め る こと が で き

るよう、ＣＩＯ（ Chief Information Officer の略。最高情報統括責任者）

である副市長を本部長、経営企画部長を副本部長、白岡市コンピュータシ

ステ ム管 理運 営委 員会 の委 員 を 本部 員と して 構成 する 、 Ｄ Ｘ推 進本 部を

設置します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  ＤＸ推進本部 

本 部 長： ②Ｃ ＩＯ （副 市 長）  

副 本 部長 ： 経 営企 画部 長  

③  事務局（ＤＸ推進課）  

④  ＤＸ推進委員 
⑤  事 業 主 管 課 

報告  管理・指示  

支援  
報告  

推進体制イメージ  

⑥  ＤＸプロジェクトチーム  
ワーキンググループ  

支援  報告  
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①ＤＸ推進本部  

 全庁的なＤＸ推進を図るため、ＣＩＯを本部長、経営企画部長を副本部

長と し、 白岡 市コ ンピ ュー タシ ステ ム管 理運 営委 員会 の委 員 を 本部 員と

して構成します。  

・ＤＸ推進に係る横断的な連絡調整  

・ＤＸ推進に係る進行管理、事業評価など  

 

（参考「白岡市コンピュータシステムの管理運営に関する規程（平成  

１０年４月１日）」から抜粋）  

 

第１２条  委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。  

２  委員長は、経営企画部長をもって充てる。  

３  副委員長は、経営企画部ＤＸ推進課長をもって充てる。  

４  委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。  

（１）  経営企画部企画政策課長  

（２）  総務部総務課長  

（３）  総務部税務課長  

（４）  総務部市民課長  

（５）  健康福祉部福祉課長  

（６）  健康福祉部高齢介護課長  

（７）  健康福祉部保険年金課長  

（８）  健康福祉部子育て支援課長  

（９）  健康福祉部こども保育課長  

（１０）  健康福祉部健康増進課長  

（１１）  都市整備部道路課長  

（１２）  教育部教育指導課長  

 

②ＣＩＯ  

 最高情報統括責任者（ＣＩＯ： Chief Information Officer）は庁内マ

ネジ メン トの 中核 であ り、 庁内 全般 を把 握す ると とも に部 局間 の調 整に

力を発揮することができるよう、副市長が兼任することとします。  

 

③事務局（ＤＸ推進課）  

 本方針の推進のため、関係部署との調整及び支援などを行います。  

・ＤＸに係る情報提供（先行事例など）  

・事業者の紹介  

・システム構築や運用の助言  

・ＤＸ推進本部への事業報告  

 

④ＤＸ推進委員  

 各 課に ＤＸ 推進 委員 を設 置し ます 。推 進委 員が 事務 局と 事業 主管 課と

の連携窓口となり、ＤＸを推進します。  
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⑤事業主管課  

 実施事業の進行管理を行います。  

・事業化、業務の見直し  

・予算確保  

・システムの構築、運用  

・事務局への事業報告  

 

⑥ＤＸプロジェクトチーム、ワーキンググループ  

 課 を跨 ぐよ うな 事業 につ いて は、 プロ ジェ クト チー ムや ワー キン ググ

ループを設置し、複数課で多角的な視点からＤＸを推進します。  

※令和５年１１月時点で立ち上げているプロジェクトチーム等  
【プロジェクトチーム（標準化 ・共通化 ）】  
総務課 ・税務課 ・市民課 ・福祉課 ・子育て支援課 ・こども保育課 ・高齢介護課 ・
保険年金課 ・健康増進課 ・教育指導課  

（ＤＸプロジェクトチームやワーキンググループ等の今後の想定）  
【公開 ・統合型 GIS 推進チーム】  
安心安全課 ・税務課 ・農政課 ・環境課 ・街づくり課 ・道路課 ・建築課 ・上下水道
課  

【電子申請推進チーム】  
企画政策課 ・総務課 ・安心安全課 ・財政課 ・税務課 ・商工観光課 ・農政課 ・市
民課 ・福祉課 ・子育 て支援課 ・こども保育課 ・高齢介護課 ・保険年金課 ・健康
増進課 ・街づくり課 ・道路課 ・建築課 ・教育指導課 ・生涯学習課  

※上 記以 外に も庁 内横 断的 なチ ーム やグ ルー プを 作り 、積 極的 に Ｄ Ｘ推
進を図ります。  
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８  ＤＸ推進の工程表  

 Ｄ Ｘ推 進の 工程 表は 後述 の取 組を 具体 的に 行政 サー ビス 等に 反映 させ

ていくまでの期間を示します。  

 なお、工程表に示した取組については、社会情勢の変化や予算編成など

により、内容の変更や実施時期の見直しを行う場合があります。  

 

⑴  自治体の行政手続のオンライン化  

 行 政手 続の オン ライ ン化 の推 進に より 、非 来庁 型の 行政 サー ビス を実

現し、市民の利便性を向上させます。  

 市 民が マイ ナン バー カー ドを 用い て申 請を 行う こと が想 定さ れる 手続

きについて、マイナポータル等を活用し、マイナンバーカードを用いてオ

ンライン手続きをできるようにします。これにより、いつでも、どこでも、

簡単 に行 政サ ービ スの 利用 や手 続 き が行 える よう にな り、 市民 の利 便性

の向上を図ります。  

「転出転入手続きのワンストップ化」や「マイナポータルを活用したオ

ンライン申請」は、マイナンバーカードを用いたオンライン手続きを可能

とするためにシステム改修等を実施します。  

「スマート申請の拡充」については、既存システム（グラファー）で現

在、住民票の写し 等や印鑑登録証明書、転出転入等の住民登録に関する届

出のスマートフォンによる申請（スマート申請）が可能となっています。  

 そ の範 囲を 拡充 し、 戸籍 や税 証明 をス マー ト申 請に よ り 取得 でき るよ

うにします。  

 

取 組 項 目  令 和 ５ 年 度  令 和 ６ 年 度  令 和 ７ 年 度  令 和 ８ 年 度  令 和 ９ 年 度  

転 出 転 入 手 続 き の  

ワ ン ス ト ッ プ 化  

     

マ イ ナ ポ ー タ ル を  

活 用 し た オ ン ラ イ

ン 申 請  

     

ス マ ー ト 申 請 の  

拡 充  

（ 戸 籍 ・ 税 証 明 ）  

     

継 続 実 施 

継 続 実 施 

継 続 実 施 
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⑵  マイナンバーカードの普及促進  

 マ イナ ンバ ーカ ード は、 オン ライ ン上 で本 人確 認を 可能 とす る電 子証

明書を搭載することができるデジタル社会の基盤となるものです。  

 ほ とん どの 市民 がマ イナ ンバ ーカ ード を保 有す るこ とを 目指 し、 申請

を促進するとともに交付体制を充実させます。  

「マイナンバーカード交付申請管理システム」については、令和４年３

月に 導入 し て おり 、マ イナ ンバ ーカ ード 申請 から 交付 まで 一括 管理 でき

ます。その他、申請書の管理、集計・統計等が容易となり、業務効率化が

図れます。  

「 コ ンビ ニ 交付 」に つ い て は 、令 和５ 年 ２月 に サー ビス を 開始 し ま し

た。マイナンバーカードを用いることで、コンビニエンスストア等に設置

して ある キオ スク 端末 で、 市役 所に 来ず とも 住民 票の 写し や印 鑑登 録証

明書を取得することが可能となります。  

 また、自治体情報システムの標準化・共通化（令和７年度）の完了後に

戸籍や税証明が発行できるよう、交付対象拡大の検討をします。  

「キオスク端末の導入」については、コンビニ交付サービスの開始に合

わせ、市役所内に設置しました。窓口交付を待たずに住民票の写し等を取

得で きる ほか 、コ ンビ ニエ ンス スト アと 同様 のキ オス ク端 末 を 設置 する

ことで、コンビニエンスストアでも取得できることを周知し、コンビニ交

付の普及促進を図ります。  

 これにより、市民を待たせない行政サービスを提供できるほか、職員の

窓口業務負担軽減に繋がります。  

 

取 組 項 目  令 和 ５ 年 度  令 和 ６ 年 度  令 和 ７ 年 度  令 和 ８ 年 度  令 和 ９ 年 度  

マ イ ナ ン バ ー  
カ ー ド  

交 付 申 請 管 理  
シ ス テ ム  

     

コ ン ビ ニ 交 付  

     

キ オ ス ク 端 末 の  

導 入  

     

 

随 時 拡 大 

拡 大 の 検 討 継 続 実 施 

継 続 実 施 
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⑶  自治体情報システムの標準化・共通化  

行政事務の合理化の観点から、国では「地方公共団体情報システムの標

準化に関する法律」を定め、令和７年度までに住民基本台帳などの基幹系

２０業務について、全国すべての市区町村に対して標準化・共通化に対応

したシステムへの更新を求めています。  

 本市においては、国から順次示されている手順書・仕様書に基づき、基

幹系システムの標準化・共通化に取り組みます。本市における標準化・共

通化に際し、現行システムが多岐 の事業者（以下、「ベンダー」とする。）

に渡っているため、令和６年度に基幹系システムの統一化を行います。ベ

ンダーを可能な限り、１つにまとめ、標準化・共通化に係る作業の円滑化

を図ります。統一化後の基幹系新システムで、国の仕様を満たした標準準

拠システムに移行する予定です。  

 

取 組 項 目  令 和 ５ 年 度  令 和 ６ 年 度  令 和 ７ 年 度  令 和 ８ 年 度  

推 進 体 制 の  
立 ち 上 げ  

    

現 行 シ ス テ ム の  
概 要 調 査  

    

Ｒ Ｆ Ｉ 資 料 作 成  

    

ベ ン ダ ー 提 案 依 頼  

（ Ｒ Ｆ Ｐ ） ～ 決 定  

    

基 幹 系 シ ス テ ム の 統 一 化  

    

標 準 仕 様 と の  

比 較 分 析  

    

文 字 情 報 基 盤 文 字 対 応  

    

継 続 実 施 

実  施  

実 施  

実 施  

実 施  

実  施  正 式 稼 働  

実  施  
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取 組 項 目  令 和 ５ 年 度  令 和 ６ 年 度  令 和 ７ 年 度  令 和 ８ 年 度  

移 行 計 画  

    

条 例 改 正  

    

標 準 準 拠 シ ス テ ム  

へ の 移 行  

    

 

⑷  自治体ＡＩ・ＲＰＡの利用促進  

 Ａ Ｉや ＲＰ Ａな どの デジ タル 技術 は、 業務 を改 善す る有 効 な ツー ルで

あり 、限 られ た経 営資 源の 中で 持続 可能 な行 政サ ービ スの 提供 を続 けて

いくため、積極的な活用を図る必要があります。  

 国が策定したＡＩ・ＲＰＡ導入ガイドブックなどを参考に、計画的な導

入・活用に取り組みます。  

「音声テキスト化（ＡＩ相談パートナー）の導入」については、各種会

議等 の会 議録 音声 デー タを ＡＩ が音 声認 識す るこ とで 、自 動的 に会 議録

が作成され、業務負担の軽減が図れます。     

 デ ータ 集積 によ る機 能の 向上 や導 入費 用の 負担 軽減 の観 点か ら、 埼玉

県主導の複数団体による共同利用の試験導入を実施します。  

「ＲＰＡを活用した書かない窓口システムの導入」については、市民か

ら職 員が 申請 内容 等を 聞き 取り なが ら、 タブ レッ ト端 末に 入力 する こと

で、申請書類が完成し、ＡＩ―ＯＣＲの活用により、市民には、書かせな

い行政サービスを提供することができます。  

ま た 、書 か ない 窓口 シ ステ ム と市 民が オ ンラ イ ン上 で事 前 に申 請 書 類

の作 成や 来庁 予約 等が でき る ス マー ト申 請シ ステ ムが 連携 する こと で、

更なる窓口の円滑化を図ります。  

 

取 組 項 目  令 和 ５ 年 度  令 和 ６ 年 度  令 和 ７ 年 度  令 和 ８ 年 度  令 和 ９ 年 度  

音 声 テ キ ス ト 化  
（ Ａ Ｉ 相 談 パ ー ト

ナ ー ） の 導 入  

     
継 続 実 施 

継 続 実 施  実 施  

実  施  正 式 稼 働  

実  施  
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取 組 項 目  令 和 ５ 年 度  令 和 ６ 年 度  令 和 ７ 年 度  令 和 ８ 年 度  令 和 ９ 年 度  

Ｒ Ｐ Ａ を 活 用 し た  
書 か な い 窓 口  

シ ス テ ム の 導 入  

     

 

⑸  テレワークの推進  

 テレワークは、ＩＣＴを活用することで、時間や場所を有効に活用でき

る柔軟な働き方です。  

 職 員一 人ひ とり のラ イフ スタ イル に合 っ た 多様 な働 き方 を実 現で きる

「働き方改革」を進める必要があります。  

 「自治体テレワークシステム」はＪ－ＬＩＳ（地方公共団体情報システ

ム機構）の試行事業を利用し、現在 、テレワークシステムを利用できる環

境があります。  

 今 後、 自宅 の端 末等 を活 用し たテ レワ ーク の実 現に 向け た運 用方 針の

策定や例規整備をしていきます。  

 「ログ・資産管理システム（ＳＫＹＳＥＡ）の導入」はテレワークを実

施するうえで、情報セキュリティの 観点から、操作ログ等の収集や端末管

理を する 必要 があ りま す。 令和 ４年 度に ログ ・資 産管 理シ ステ ムを 導入

し、ログや端末管理等が容易になりました。引き続き、情報セキュリティ

の向上を図っていきます。  

 「庶務事務システムの導入」、「文書管理・電子決裁システム の導入」に

ついては、テレワークを行うための環境整備や内部事務の合理化、ペーパ

ーレス化を進めるため、各種システム導入を検討します。  

 

取 組 項 目  令 和 ５ 年 度  令 和 ６ 年 度  令 和 ７ 年 度  令 和 ８ 年 度  令 和 ９ 年 度  

自 治 体 テ レ ワ ー ク  

シ ス テ ム  

     

ロ グ ・ 資 産 管 理  

シ ス テ ム （ Ｓ Ｋ Ｙ

Ｓ Ｅ Ａ ） の 導 入  

     

庶 務 事 務  

シ ス テ ム の 導 入  

     

実 施 に 向 け 、 検 討  

継 続 実 施 

契 約 ・ 導 入  継 続 実 施 

随 時 拡 大 
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取 組 項 目  令 和 ５ 年 度  令 和 ６ 年 度  令 和 ７ 年 度  令 和 ８ 年 度  令 和 ９ 年 度  

文 書 管 理  

・ 電 子 決 裁  

シ ス テ ム の 導 入  

     

 

⑹  セキュリティ対策の徹底  

 ネ ット ワー クの 三層 の対 策に より 、情 報セ キュ リテ ィ対 策の 抜本 的な

強化に取り組んでいますが、行政手続のオンライン化、テレワーク、クラ

ウド 化な ど新 しい 仕組 み等 に対 応し てい くた め、 更な るセ キュ リテ ィ強

化が必要になってきます。  

 市 の業 務等 をデ ジタ ル化 する にあ たり 、職 員の 情報 セキ ュテ ィ意 識向

上を図ります。  

「情報セキュリティ監査」については、情報セキュリティポリシーの適

切な 見直 しや 定期 的な 外部 監査 員に よる 監査 の実 施に より 、セ キュ リテ

ィ対策の徹底を図ります。  

 「職員研修の実施」については、定期的に職員研修を実施する ことで、

市職 員の 情報 セキ ュ リ ティ ポリ シー への 理解 を深 める とと もに 、適 切な

情報セキュリティ意識を持てるようにします。  

 

取 組 項 目  令 和 ５ 年 度  令 和 ６ 年 度  令 和 ７ 年 度  令 和 ８ 年 度  令 和 ９ 年 度  

情 報 セ キ ュ リ テ ィ  

監 査  

     

職 員 研 修 の 実 施  

     

 

⑺  その他  

「公開・統合型ＧＩＳの導入」については、市で使用している様々な地

理情報（地形図や航空写真等）を一同に集約し利用することで、コスト削

減や複数課間の情報共有等の業務効率化を図れます。  

 また、インターネットで公開することで、住民サービスの向上や窓口負

担軽減を図ることができます。  

「Ｌ ＧＷ ＡＮ 無線 化」 につ いて は、 無線 （Ｗ ｉ -Ｆｉ ）化 する こと で、

実  施  

実  施  

毎 年 度 実 施  

毎 年 度 実 施  

調 査  契 約  導 入・実 施  継 続 実 施 
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ＬＡＮ配線の必要がなくなり、無線の範囲内であれば、どこでもＬＧＷＡ

Ｎに アク セス する こと がで きま す。 会議 資料 等を デー タで 見る こと がで

きる こと から ペー パー レス 化に も繋 がり ます 。令 和４ 年度 にＬ ＧＷ ＡＮ

無線 が正 式稼 働し 、対 応端 末で は無 線に よる 接続 を行 って いま す。 今後

は、拡充を図るため、無線対応端末の増台を行っていきます。  

「ＩＣＴリテラシーアップ研修」については、ＷｏｒｄやＥｘｃｅｌ等

のＯ ｆｆ ｉｃ ｅや 各種 デジ タル ツー ルの 操作 研修 を実 施す るこ とで 、操

作習 得の ほか 、今 まで 使用 して いな かっ た機 能を 活用 する こと で業 務効

率化を図ります。  

 また、ＩＣＴリテラシーを上げることで、職員自身のデジタル化への不

安要素の払拭にも繋がります。  

「チャットツール（ＬｏＧｏチャット）の有効活用」については、令和

４年度から自治体専用ビジネスチャットツール「ＬｏＧｏチャット」のト

ライ アル を実 施し 、職 員間 や外 部団 体と のコ ミュ ニケ ーシ ョン の円 滑化

や業 務利 用に おい て有 用性 が確 認で きた ため 、令 和５ 年度 に正 式稼 働を

行い まし た。 今後 は業 務利 用や 災害 対策 等、 利用 拡充 を目 指し てい きま

す。  

取 組 項 目  令 和 ５ 年 度  令 和 ６ 年 度  令 和 ７ 年 度  令 和 ８ 年 度  令 和 ９ 年 度  

公 開 ・ 統 合 型  

Ｇ Ｉ Ｓ の 導 入  

     

Ｌ Ｇ Ｗ Ａ Ｎ  

無 線 化  

     

ＩＣＴ  
リテラシー  
アップ研修  

     

チ ャ ッ ト ツー ル

（ Ｌ ｏ Ｇ ｏ チ ャ ッ

ト ） の  

有 効 活 用  

     

 

 

 

調 査 ・ 検 討 

継 続 実 施 

検 討 ・ 実 施  

契 約  継 続 実 施  
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９  全体方針策定後の社会環境の変化への対応について  

 全 体方 針の 策定 後に おい ても 、デ ジタ ル庁 をは じめ とす る国 の動 向や

民間 の技 術革 新な ど を 注視 し、 本市 のＤ Ｘ推 進の ビジ ョン に資 する デジ

タル化の取組を適宜推進してまいります。  
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用語集  

用語  用語解説  

ＡＩ  

Artificial Intelligence の略。人工知能と訳される。

人工的な方法による学習、推論、判断などの知的な機

能の実現及び人工的な方法により実現した当該機能の

活用に関する技術のこと。人間の脳がしている知的活

動を行えるようにしたコンピュータシステムのこと。  

ＡＩ―ＯＣＲ  

Ｏ Ｃ Ｒ は 、 Optical Character Reader （ ま た は

Recognition）の略。ＯＣＲは、画像データのテキスト

部分を認識し、文字データに変換する光学文字認識機

能のこと。例えば、紙文書をスキャナーで読み込み、

書かれている文字を認識してデジタル化する技術。「Ａ

Ｉ－ＯＣＲ」は、ＯＣＲにＡＩ技術を加えたもの。Ａ

Ｉ技術を組み合わせることで、機械学習による文字認

識率の向上や、帳票フォーマットの設計をせずに、項

目を抽出することが可能となる。  

ＤＸ  

Digital Transformation の略。デジタル（ Digital）

と 変 革 を 意 味 す る ト ラ ン ス フ ォ ー メ ー シ ョ ン

（ Transformation）により作られた造語。「 Trans」を

「 X」と略すことが、英語圏では一般的なため、「ＤＸ」

が使われている。単なるデジタル化ではなく、現在あ

るコト、モノをデジタル技術をつかって変革すること。 

ＧＩＳ  

Geographic Information System の略。地理情報シス

テムと訳される。基盤的地図データ（航空写真、地形

図などの基盤地図）の他に、統計データ（防災施設、

避難所、公園など様々な施設等の分布）を用意し、こ

れらのデータごとにレイヤー（ layer：層）で重ね合わ

せて表示が可能となるシステム。  
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ＩＣＴ  

Information and Communication Technology の略。情

報通信技術と訳される。通信技術を活用したコミュニ

ケーションのこと。  

Ｊ－ＬＩＳ  

地方公共団体情報システム機構。国と地方公共団体が

共同して運営する地方公共団体の情報システムに関す

る事務を行う組織。  

ＬＡＮ  
Local Area Network の略。一定の限定されたエリアで

接続できるネットワークのこと。  

ＬＧＷＡＮ  

Local Government Wide Area Network の略。すべての

地方公共団体の組織内ネットワーク（庁内ＬＡＮ）を

相互接続し、高度なセキュリティを維持した、地方公

共団体情報システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）が運営する行

政専用のネットワークのこと。  

ＲＦＩ  

Request For Information の略。情報提供依頼書と訳

される。企業や官庁などがシステム等の調達条件等を

作成するにあたり、必要な情報を集めるためにベンダ

ーに情報提供を依頼する文書。ベンダーの基本情報や

製品の機能要件等の情報提示を求めることができる。  

ＲＦＰ  

Request For Proposal の略。情報システムの導入や業

務委託を行うにあたり、ベンダーに対して具体的な提

案を依頼する文書。この文書には提案の範囲や提案の

骨子になる要件や制約条件を記述するため、ＲＦＰに

対する回答は個別具体的な提案、正確な見積金額など

が明記されることとなる。  

ＲＰＡ  

Robotic Process Automation の略。ソフトウェアロボ

ットによる事務処理の自動化のこと。定型的な事務処

理を自動化することにより、業務効率化を図ることが

できる。  
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ＷｉーＦｉ  

パソコンやスマートフォン等の機器にケーブルをつな

がずに、無線でデータを送受信する仕組み。無線ＬＡ

Ｎの規格の１つ。  

オンライン化  
パソコンやスマートフォンなどの電子機器をインター

ネットに接続した状態にすること。  

オンライン申請 

窓口で行っている申請や届出などの手続きが、インタ

ーネットに接続されたパソコンやスマートフォンなど

を使って自宅や出先でできること。  

官民データ活用

推進基本法  

官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果

的に推進し、国民が安全で安心して暮らせる社会及び

快適な生活環境の実現に寄与することを目的とする法

律のこと。同法第９条第３項に、市町村による市町村

官民データ活用推進計画の策定が努力義務として規定

されている。  

基幹系システム 
住民基本台帳や固定資産税など、事業や業務の中核に

直接関わる重要なシステムのこと。  

基幹系２０業務 

①住民記録、②固定資産税、③個人住民税、④法人市

民税、⑤軽自動車税、⑥選挙人名簿管理、⑦国民健康

保険、⑧介護保険、⑨障害者福祉、⑩児童扶養手当、

⑪生活保護、⑫後期高齢者医療、⑬国民年金、⑭健康

管理、⑮就学、⑯児童手当、⑰子ども・子育て支援、

⑱戸籍、⑲戸籍の附票、⑳印鑑登録の各業務。  

クラウド  

データサービスやインターネット技術などが、ネット

ワーク上にあるサーバー群（クラウド（雲））にあり、

ユーザーは今までのように自分のコンピューターでデ

ータを加工・保存することなく、「どこからでも、必要

な時に、必要な機能だけ」利用することができる新し

いコンピューター・ネットワークの利用形態のこと。  

また、クラウドの形態で提供されるサービスを「クラ

ウドサービス」と言う。  
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コンビニ交付  

マイナンバーカード（又は住民基本台帳カード）を利

用して市区町村が発行する証明書（住民票の写し、印

鑑登録証明書など）が全国のコンビニエンスストアな

どのキオスク端末（マルチコピー機）から取得できる

サービスのこと。  

自治体ＤＸ  

推進計画  

総務省が策定し、デジタル・ガバメント実行計画に記

載された各施策のうち、自治体が重点的に取り組むべ

き事項・内容を具体化したもの。  

情報  

セキュリティ  

ポリシー  

企業や組織において実施する情報セキュリティ対策の

方針や行動指針のこと。情報セキュリティポリシーに

は、社内規定といった組織全体のルールから、どのよ

うな情報資産をどのような脅威からどのように守るの

かといった基本的な考え方、情報セキュリティを確保

するための体制、運用方法、基本方針、対策基準など

が具体的に記載されている。  

デジタル化  

紙など手作業等で行っていたことをデジタル技術に置

き換え、効率化を図ったり、生産性を向上させたりす

ることを指す「デジタイゼーション」と、デジタル技

術を使って、ビジネスモデルを変革したり新たな仕組

みを創出することを指す「デジタライゼーション」の

２つの意味がある。  

デジタル庁  

２０２１（令和３）年９月１日に設置された日本の行

政機関。デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内

閣官房と共に助け、その行政事務を迅速かつ重点的な

遂行を図ることを目的として内閣に設置された。  

テレワーク  

tele（離れたところ）と work（働く）を合わせた造語。

ＩＣＴを活用し、サテライト勤務、モバイル勤務、在

宅勤務など、場所や時間を有効に活用できる柔軟な働

き方。  
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電子証明書  

信頼できる第三者（認証局）が間違いなく本人である

ことを電子的に証明するもので、書面取引における印

鑑証明書の代わりとなるもの。  

ネットワークの 

三層の対策  

自治体の内部ネットワークがマイナンバー利用事務系

とＬＧＷＡＮ接続系とインターネット接続系をそれぞ

れ分離し、それぞれの間の情報のやり取りを制限する

ことで、自治体の情報セキュリティを高める対策。  

ベンダー  

製品やサービスを販売、供給、納入する事業者のこと。

ＩＴ関連では販売業者のことを指すケースが多く、ハ

ードウェアベンダー、ソフトウェアベンダー、システ

ムベンダー等細分化して呼称されることもある。  

マイナンバー  

カード  

プ ラ ス チ ッ ク 製 の Ｉ Ｃ チ ッ プ 付 き カ ー ド で 券 面 に 氏

名、住所、生年月日、性別、マイナンバー（個人番号）

と本人の顔写真などが表示されたもの。本人確認のた

めの身分証明書として利用できるほか、自治体サービ

ス、e-Tax で電子証明書を利用した確定申告など、様々

なサービスにも利用できる。  

マイナポータル 

政府が運営するオンラインサービスで、子育てや介護

をはじめとする行政手続のオンライン申請や行政機関

からのお知らせなどを確認できるポータルサイトのこ

と。  

ワンストップ  

１か所で様々な用事が足りる、何でも揃うという意味。

行政においては、従来サービスによって複数に分かれ

ていた窓口を、総合窓口を設けて１か所で行えるよう

にすることを指す。行政におけるワンストップを、ワ

ンストップサービスという。  
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附  則  

令和４年１１月  策定  第１版   

令和５年  ４月  改訂  第２版  

令和５年１１月  改訂  第３版                           


